
平
成

一
】
年
九
月

一
日
発
行

毎

月
.

日
一
回
発
行
)

論叢
第164巻 第3号

情報経済学の可 能性 …・……………………………吉 田

韓国の30大 財 閥 と 「企業 グルー プ」 ………… …・鄭

転換期 におけ る中国 の自動車流通 システム……・劉

イギ リス公務 部門の人事管理変化 と

ホワイ トカラー組合 の機能(1)… …・………松 尾

廃棄物広域処理 の経 済性 と財 政構造(ユ)… ・…八 木

学 会 記 事

和 男1

安 基32

芳62

孝 一84

信 一105

平成11年9月

東 那 大 鼻 紙 濟 學 會



経済論叢(京 都 大学)第164巻 第3号,1999年9月

廃棄物広域処理の経済性 と財政構造*(1)

八 木 信 一

は じ め に

日本における一般廃棄物は,地 方自治体にあたる市町村にその処理責任が課

されている1,。だが,大 量廃棄を厭わない産業構造の変遷 と生活習慣の定着嫁

廃棄物の量的増大と質的多様性をもたらす ことになった。その結果,処 理困難

な廃棄物の増加に加えて,廃 棄物処理関連費が地方財政を圧迫するとい う問題

に直面した。

その.ような危機的状況に対し,規 模の経済を活かし,廃 棄物を効率的に処理

することにより,財 政負担の軽減をはかることを目的とした広域処理が全国の

自治体で行われるようになった。日本では,こ の広域処理を特別地方.公共団体

である一部事務組合で運営 している自治体が多 く,そ こでは主に中間処理と最

終処分を行っている。

しか し,組 合による広域処理がすべての自治体の一般廃棄物にかんする問題

を解決 したとは言えない。また同じ一部事務組合といっても,施 設などのハー

ド面 と高度な政策形成や技術管理ができる人材などのソフ ト面,お よびそれら

を支える財政規模においてかなりの違いがみられる。

さらに,リ サイクルや ダイオキシン対策などの環境政策とのかかわ りがます

串 本論文は平成9年 度修士論文 を もとに,加 筆 ・修正 を加 えた ものであ る。

1)廃 棄物 の処理及 び清掃 に関す る法律では,第5条 の2第1項 において.「 市町村 は,一 般廃棄

物処理計画 に従 って,そ の区域 内における..般 廃棄物 を生活環境の保全上支障が生 じない うちに

収集 し,こ れを運搬 し,及 び処分(中 略)し なけれ ばならないg」 と定め,ま た地方自治法で は,
一般廃棄物処理 を市町村の固有事務である としている,
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ます重要になる今後の廃棄物政策では,こ れまで中心であった焼却処理だけで

はなく,収 集運搬か ら最:終処分にいたるすべての処理過程を環境保全の視点か

ら見直し,旧 来の処理システムを転換 してい くことが求められる。だが,現 在

の組合はこのような方向ではなく,焼 却処理を中心とした処理 システムが もと

になって形成された処理単位である。

そこで本論文では,都 市部に隣接する組合と地方の組合 との違い,お よび組

合における廃棄物処理 システムに焦点をあてつつ,お もに財政的特徴の側面か

ら広域処理が これまでの廃棄物政策にいかに対応 してきたのかを分析 し,環 境

保全を視野に入れた今後の廃棄物広域処理の課題を検討する。以下に本論文の

構成を簡単に述べてお く。

まず第1章 では,こ れまでの組合による廃棄物処理の進展とその背景を述べ

る。そこでは,行 政組織からみた組合の特徴を述べ,現 時点において廃棄物処

理事業をおこなう組合数とそれらの処理内容について言及する。

第"章 では,広 域行政の経済分析にかんする先行研究をもとに,ま ず市町村

の枠を越えて広域的に廃棄物処理を行 う.ことの長所を効率性にもとづいた従来

の理論的側面から検討する。その後,こ れ らの理論面での評価基準のなかで廃

棄物の広域処理に関係がある,ス ピル ・オーバーの存在と規模の経済を題材に

して,そ れらが現実の組合による広域処理においてどのようになっているのか

という比較を通 じて,理 論 と現実 とのあいだに違いがあるのかを分析する。

第田章では,前 章で明らかに した分析結果の原因をさ ぐる。具体的には,ま.

ず組合による廃棄物処理が全国的な広が りを見せた背景を広域行政の歴史から

検討 し,そ のなかで関係省庁によって行われた経済的インセンテ ィブの役割を

進展の背景として挙げる一方,ご み戦争とそれに基づいて確立された廃棄物処

理原則が広域処理におよぼ した影響を論 じる。さらにこの処理原則のほかに考

えられる広域処理の限界要因を,組 合を構成する市町村間の財政力格差,組 合

における財源構成,そ して廃棄物量の確保にかんする問題という3つ の側面か

らさぐりだす。
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また章の最後には補講として,こ れまでの廃棄物処理システムに重大な影響

をあたえると予想される,厚 生省のダイオキシン対策をとりあげる。厚生省の

対策では焼却処理の拡充による問題解決をはかろうとしてお り,そ の中心的な

政策 として焼却炉の大規模化と,規 模に見合った広域処理の推進を提唱 してい

る。だが,こ のような広域処理政策を策定するうえで,今 までの組合による広

域処理の検証は行われていない。そこで ここでは,一 部事務組合におけるダイ

オシン類濃度の測定結果と,こ れまでの組合における広域処理の分析結果に基

づいて,厚 生省の対策における問題点を指摘する。

第】y章では,組 合の財源構成において高い割合をしめる,分 担金及び負担金

の費用負担分析に焦点をあてる。組合で採 られているさまざまな費用負担の形

態が,廃 棄物処理の費用負担 としてどのように評価で きるのかを効率性と公平

性の視点から考える。

そ して最:後に,こ れまでの分析結果をふまえ,今 後の一部事務組.合がいかな.

る組織形態で,か つどのような財政 システムと意思決定にもとづいて一般廃棄

物処理を行う必要があるのか検討 し,さ らに今後の廃棄物政策において広域処

理をどのように評価すべきか考える。

1一 部事務組合による広域処理の現状

1一 部事務組合とは

本論文でとりあつか う一部事務組合 とは,地 方自治法にもとづき,複 数の地

方自治体が事務の一部を共同処理するために設置する特別地方公共団体であ

る3,。地方公共団体の事務処理を共同で行 う場合,本 論文で対象とする一部事

務組合のほかに,協 議会や地方開発事業団なζ様々なものがある。そのなかで.

行政組織 としての一部事務組合は次の3つ の特徴をもつ%

まず一部事務組合は,法 人格をもっていることが第1の 特徴である。法人格

2)一 部事務組 合に関する法律上 の規定は,地 方自治法第284条 ～2的 条のZを 参照 。

3>以 下の組 合の特徴づ けは,小 泉 ・林 口995]227ペ ージに基づい ているp
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が認められるととにより,組 合は構成市町村 とは独立 したかたちで普通会計を

もつ ことができる%た だし,そ の財源の多くは構成市町村に依存 してお り,

組合が もつ独 自財源の割合は少ない。 これについては第iv章で改めて述べる。

第2に,組 合固有の職員と財産を所有するという特徴をもつ。職員について

は,組 合専任の職員だけでなく,構 成市町村か らの出向者 もおり,.専任 と出向

者の構成比率は各組合によって異なる。さらに組合によっては,次 節でみるよ

うに処理過程の一部を民間に委託 しているところもある。

第3の 特徴は,議 会や執行機関をもち,さ らに条例が制定で きることである。

組合でおこなう様々な事業に関する意思決定は,普 通地方公共団体 と同じく議

会でおこなうが,議 会を構成する議員をほとんどの場合,構 成市町村の議員が

兼任 しているところに大きな違いがある。また,組 合の運営は設立時に策定 し

た規約に従わなければいけないが,政 策上必要がある場合は条例を制定するこ

とで組合独自の対応ができるようになっている。

2一 部事務組合による廃棄物処理の現状

自治省が調査 した 「地方公共団体間の事務の共同処理の状況調(平 成8年7

月現在)」 によれば,自 治体間における事務の共同処理のために設置された一

部事務組合の数は2,818で,う ち最も大 きい37.7%に あたる1,062を 廃棄物処

理とし尿処理をふくめた衛生環境分野が しめている。

第1図 には,廃 棄物処理にかかわっている一部事務組合の数を都道府県別に

しめしている。この図のなかで,棒 グラフの高さは各都道府県の事務組合数を

しめし,そ してそれらの組合を人口規模で色分けしている。この図から,廃 棄

物処理における一部事務組合の特徴 として2つ のことが挙げられる。

まず第1に,組 合数については政令指定都市を含む都道府県(以 下,都 市

圏)と,そ れ以外の都道府県(以 下,地 方圏)で 明らかな違いはみられないと

4)地 方公 営企業 を営む 一部事務組合 については,事 業会計 も適用 される。このため,当 然の こと

ながら普 通会計 と事業 会計 の両 方をもつ組合 もあ る.
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第1図 廃棄物 処理事業 を行 う一部事務組合数
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出所=自 治省行政局振興課編[1996〕,お よび総務庁統計局W[19951よ り筆者作成。

い う こ とで あ る5)。 と こ ろで,自 治省 行 政 局 振 興 課 編[1996]を も と に筆 者 が

調 べ た結 果,平 成7年10月1日 現 在 で,廃 棄 物 処 理 に従 事 す る一 部 事 務 組 合 の

数 は619で あ り,こ れ らの 組 合 を構 成 して い る 自 治体 め 数 は 臥436で あ る%

一 方
,同 年3月1日 時 点 で の 自治 体 数 は3,235で あ り,よ って 日本 の 自治体 の

うち 約75%が 廃 棄 物 処理 の 一部,も し くはす べ て を一 部 事 務 組 合 で お こな って

い る とい う こ とに な る。都 市 圏,お よ び地 方 圏 に関 係 な く,今 日で は …部 事 務

組 合 に よ る廃 棄 物 処 理 は 全 国 に ひ ろが っ て い る ので あ る。

第2に,組 合 数 の うえ で は 明確 な違 いが な い都 市 圏 と地 方 圏 の 組 合 で あ るが,

人 口規 模 を み て み る と地 域 差 が 明 らか に現 われ てい る。 具 体 的 に は,東 京都,

大 阪 府 お よび 愛 知 県 な どの 大 都市 圏 で は,組 合 数 自体 はす くない が,後 述 す る

広 域 市 町 村 圏 の 圏 域 設 定 に さ い して の 目安 で あ る,10万 人 以 上 の 人 口 を もつ 組

■10カ.大嵐.卜.

口 10万 人乗澗

■ 3万 人未満

5)通 常の都市圏や地方圏にかんする説明では,同 一圏 内に複数の都道府県が含まれてい.る。だが 、

本論文で扱 う廃棄物広域処理にかんする圏域設定 においては星一般廃棄物処理が市町村の固有事

務であ ることを考え ると,圏 域の基本 判立は複数 の市 町村とな り,単 位圏域}ま都道府県内で収ま.

ることにな る。 よgて 本論文で述べる圏域1ま,1つ の都道府県 しか含 んでいない。 なお都市圏は,

北海道,宮 城県,千 葉県,東 京都,神 奈川県,愛 知県,京 都府,大 阪府 兵庫県,広 島県,福 岡

県の11都 道府県 を,ま た地方圏はそれ以外の県を対象 としている。

6)単 純 に組合 にはい ってい る自治体数を合計すれば,そ の数 は2775に のぼ る。 したが って,こ の

数字 と本文 中の数字の差 は.と あ る自治体が複数の組合 に入ってい ることを意味す る。計算す る

とその差は339に な り,処 理 の過程で複数 の組 合に入 ってい る自治体の割合 は13,9財 となる。
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第}表 一部事務組合 による処理内容(平 成5,6年 度)

処理形態 収集運 搬 中間処理 埋 立 収集運搬嘔幻 中限 理〔粗大) 埋 立囲大:}

一.

対象年度
.

平邸i平 成6 .平飼 平邸 平邸 浮邸 轍5… 平邸 平成5i平 邸
:

.平成5…械6

..

.

無し 謝… 羅 員35
.

.1調.117 461441. π1、227
層

謝:2麗:

直営. 49151 萄9:妬1 321 18.21. 2101234 182;187

委託 .別72 肥i3。 85.四
.

4951 45…52
.

54.:59

:
r 1

:

.

許可 33 σ:o .4:4 513 DlO 3:6

その他 3…3 10…3: 2322
.

4…3: .82 1213

直営・委託 　6… 拠 60.65 2428 7:6 肺2` 1714.

直営 ・許可 10「8 10. O:1 2.2 0:0 DO
: .

:

直営 ・その他 1:1 3:2 2:1 1:L 3.…4 D:o
:

:

.

委託 ・許可 19.2 oo.
;

D.0: 8:113 口o 00:

委託 ・その惚 1io o.:o: 0:0 lo . OlO 0.0

許可・その惚

直営唆 託・嗣

eiO

lgil・

o[o

oll

.oo

.00

010

512.
。i。

。io

0:0

し0.0

館 ・委託 そ碗 。i。: z
脚

00 D:o: oio o…o
L

委託・許呼 その他 011 o:o
.

Olo o…1 oo 層 o:o
脚

一

.

脚

註 数 596鵬 δ07:5野 6㎎.5紹 561542 弱3:回3 562:531

[無し」が占める割合 .64.43毘…65.52%

.
ア.2s%:5.53%

.

.21.59%…20.07% 脇.17%.81,37% .48.13'6…41.8Q%.

.

52.31%T1.9%

「委託」砧 める割合 13.59%12、 鵬

1
4.鵬…5.鵬. 14.12%15.呂7% 巳.73%…9.4螂 旨7.99%…9.58%.

1
9、6嘱:11.11%3

委託が加樋 割合 24鵬…23.16% 14.83%'16.42%.18」L%20.酩
脚

12.48%…13,10% 12,61妬:14.⑪0%. 1z戯.…13、脇

出所=厚 生省生活衛生局水道環境整備課監修[1996司,[1997]よ り作成。.

合 が過 半 数 を 占 めて い る.。これ に対 して,地 方 圏 に あ る組 合 ほ ど,一 般 的 な 市

の 人 口 に も満 た ない3万 人 未 満 の 組 合 が 多 い 。 な お,組 合 を入 口規 模 別 にわ け

る と,10万 人以..ヒで は28,6%,ユ0万 人 未 満 で は45.4%,そ して3万 人未 満 で1ま

26.O%の 割 合 を それ ぞれ しめ てい る。

次 に 組合 が お こな う廃 棄 物 の処 理 内 容 につ い て見 る。 第1表 に は,二 股 ごみ

と粗 大 ごみ の処 理 過 程 を収 集 ・運 搬,中 間処 理,お よび埋 立 処 分 に分 け,そ れ

ぞ れ に 属 す る組 合 数 を示 して い るる この 表 か ら,現 在 の一 部 事 務 組 合 に よ る廃

棄 物 処 理 に つ い て2つ の こ とが 言 え る。

第1に,収 集 お よ び運 搬 を行 っ てい る組 合 の 数 が,中 間処 理 や埋 立 処 分 の ぞ
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れよりもかな り少ないことである。表中の 「無 し」の項目は,対 象とする処理

過程に従事.しない組合の数をしめす。収集 ・運搬についてみると,こ の項 目に

属する数の全体に占める割合が一般 ごみの場合は6割 以上,粗 大ごみの場合は

8割 以上にいたっている。

従来から広域処理の範囲拡大ぽ収集 ・運搬にかかる費用の増大を招 くため,

その限界が指摘されてきた。以上の数字は,費 用の増加要因である収集 ・運搬

を構成市町村で,そ して規模の経済が働 きやすい中間処理や最終処分を組合で

それぞれ行 うことが,日 本の一部事務組合による広域処理の主な形態であるこ

とをあらわしている。

第2に,処 理過程の一部を民間に委託している組合が多いことである。平成

6年 度の実績をみても,一 般ごみの収集 ・運搬以外のすべての処理過程につい

て,「委託が加わる割合」の比率が前年度と比べて上昇 している。以上のこと

から,処 理過程において固定費がもっともかかる中間処理を広域処理でおこな

い規模の経済を実現し,さ らに人件費が多 くかかる収集 ・運搬などを民間委託

.でおこなうことで,組 合自体の経費を削減 しようとする様子がうかがわれる。

1亘 広域処理の評価基準 とその実際

1廃 棄物処理からみた広域行政の経済評価

廃棄物処理のみならず,道 路整備や医療供給などの行政サービスについては.

かねてから従来の市町村を基本とした行政範囲を超えた.単位で供給したほうが

望ましい とい う広域行政論が提起されてきたb

このような広域行政論を経済学の側面から分析 した先行研究のなかで代表的

なもめは,木 下[1968]で ある。この文献では,.廃棄物処理をはじめとする行

政サービスについて,5つ の評価基準(規 模の経済 利益の拡散,施 設の立地,

住民の選好,お よび所得再分配)に よって広域行政の範囲を判断している。

この先行研究の分析では,廃 棄物処理については,広 域処理をつ うじた施設.

の大型化による規模の経済の実現と,昼 夜間人口格差によって生 じる廃棄物処
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理 にか ん す る ス ピ ル ・オ ー バ ー の発 生 を除 去 す る とい う こ とか ら,広 域 処 理 の

必 要 性 は 強 い と して い る。

しか しそ の 一 方 で,広 域 処 理 を お こ な えば 管 轄 区 域 が 広 くな るた め,収 集 運

搬 にか か る費 用 が 高 くな る こ と,ま た地 域 住 民 に とって 最 も密着 した行 政 サ ー

ビ スで あ る廃 棄物 処理 が広 域 化 され る と,そ れ に よ って住 民 選好 が サ ー ビス に

反 映 され な くな る とい う こ とか ら,規 模 の拡 大 に は一 定 の 制 約 が あ る と して い

る。 そ して これ らを考 慮 した うえで,都 市圏 域 レベ ル,つ ま り市 町村 と府 県 の

中間 の 行 政 範 囲 が 適切 で あ る と結 論 づ け てい るη。

そ こで 次 第 で は,ス ピル ・オ ー.バー の発 生 除去 と規模 の経 済 を題材 と し,広

域 行 政 にお け る これ らの経 済 的 な評 価 基 準 を組 合 に.よって行 わ れ て い る広 域 処

理 の 現 状 と比 較 しつ つ,廃 棄物 の広 域 処 理 の 経 済 性 を検 討 す る。

2効 率性 か らみた広域処理 の評価基準 とその実際

(1}組 合 の 財 政 力 か らみ た ス ピル ・オ ーバ ーの 有 無

一 般 廃 棄 物 処 理 にお い て ス ピル ・オ ー バ ーが 起 こ る最 大 の 原 因 は ,昼 夜 間で

の人 口移 動 で あ る。 昼夜 間 の 人 口移 動 に と もな っ て,本 来 な らば住 居 が あ る 自

治 体 に よ って 処 理 され るは ず の 一般 廃 棄 物 が,都 市部 な どの 移動 先 の 自治体 で

処 理 され て し.まう。

具 体 的 に は,と あ る人が 朝 と夜 に は都 市 部 以 外 にあ る 自宅 で 日常 生 活 を送 る

が,昼 は都 市 部 で 仕事 を した りま た レジ ャー を楽 しむ とい う場 合 で は,朝 と夜

に は都 市 部 以 外 の 自治体 で 廃 棄 物(お もに家 庭 系一一般 廃 棄物)を 排 出 し,昼 に

は都 市 部 で.廃棄物(お もに事 業 系一 般 廃 棄 物)を 排 出 す る。 そ して この よ うな

状 況 は,も し昼 間 で も都 市 部以 外 に あ る 自治 体 で 仕 事 や レジ ャー を お こな った

7)林[19841を はじめとして,広 域処理による処理範囲の拡大は,迷 惑施設としての廃棄物処理

施設の立地困難を緩和させるとの言及 もこの分野の研究でみられる.つ ま り,NIMBY(Notln

MyBacky肛d)対 策としての広域処理の評価である.だ が,既 存の市町村とい う枠組みは残 した

ままで事務の共同化 としておこなう広域処理では、それまでの自治体内から構成市町村間へ と対

象が変わっただけで,施 設立地をめ ぐる問題の根本的な解決策にはならない可能性がある。この

ような論点についてぽ,ケ ース ・スタディーを中心とした別稿にゆずる。.
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場 合 に くらべ て,都 市 部 にお ける 廃 棄物 の排 出 量が 多 くな る。 家 庭 系 と事 業 系

との違 い を考 慮 す る必 要 は あ るが,こ の結 果 と して,処 理 サ ー ビ ス の供 給 にか

か る費 用 負 担 の 都 市 部 へ の偏 在 と,供 給 水 準 が過 少 とな る状 況 が 生 じて し ま う

と考 え られ てい る。

と くに都 市 部 周 辺 で は,職 業 上 お よ び 生 活上 の必 要性 か ら 人 口移 動 が 激 しい 。

この こ とを考 えれ ば,都 市 圏 の な か の都 市 部 とそ の周 辺 地 域 で 広 域 処 理 が 実 現

され る な らば,地 方 圏 に比 較 して,よ りス ピル ・オ ー バ ー の発 生 を除 去 す る こ

とが で きる。 一 部 事 務 組 合 に よる 廃 棄 物処 理 に お い て,実 際 に こ の よ うな傾 向

は見 られ る ので あ ろ うか 。 以 下 で は,組 合 の特 徴 を財 政 の視 点 か ら捉 えた 分 析

を お こな う。 自治 体 の 財 政 状 況 を 質 的 側 面 か ら はか る もの と して財 政 力 指 数 が

あ るが8〕,こ こで は構 成 市 町 村 の 財 政 力 指 数 か ら筆 者 が 暫 定 的 に作 成 した,組

合 の財 政 力 指 数 を もちい て 検 討 す る%

第2図 に は都 市 圏 にお け る,そ して 第3図 に は地 方 圏 に お け る各 組 合 の 財 政

力 指 数 と構 成 市 町村 の昼 夜 間.人II差 の 合計 値 との 関係 を しめ した もので あ る1%

双 方 に共 通 な点 と して は,財.政 力 が 低 い 組合 で は 人 口移 動 が それ ほ ど ない が,

中位 以 上 に な って くる と移 動 が 大 き くな り.,そ して..卜位 の水 準 に あ る組 合 で ば

再 び移 動 が 少 な くな る こ とで あ る。 この こ とか ら,都 市 圏 お よ び地 方 圏 と もに

財 政 力 指 数 が 低 い 組 合 と高 い 組 合 で は 組 合 の 範 囲 内 に お け る 人H移 動 は それ ほ

どな く,よ って ス ピル オー バ ー の 除 去 が 達 成 さ れ た か の よ うに見 え る。

だが,財 政 力 指 数 が 低 い 組 合 は,元 来 人 口 移動 が あ ま りな い 町村 間で 構 成 さ

8)財 政力指数は,地 方交付税の交付および不交付団体を決定するために用いられる指数である,

この指数は,年 度ごとに基準財政収入額を基準財政需要額で割って得られる値の3カ 年平均値と

して算定することでもとめられる。この指数が1を 超えれば,地 方交付税が配布されない不交付

団体となる。

9)次 々槁第W章 でも言及するが,一 部事務組合には課税権が認められていない。 したがってここ

.で筆者が導入する組合の財政力指数とは,組 合を構成する自治体の財政力指数をおなじく各自治

体の標準財政規模(標 準税収額に地方譲与税と普通交付税を加えた もの)で ウエイトづけして加

重平均した暫定的な数値であることを断わっておく。

10)組 合の昼夜間人口差を計算する場合には,本 来であれば構成市町村問の人口移動を考慮しなけ

ればいけないが,デ ー タの制約から数値が得られず,こ こでは構成市町村の人[差 の総和をつ

かって分析をおこなった,

.

-
.

ー



騨嘩.

114〔312)第164巻 第3号

第2図 組 合 の財 政 力 指 数 と昼夜 間 人 口 差(都 市 圏)
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れ る場 合 が ほ と ん どで あ る こ とか ら,ス ピル ・オ ーバ ー の除 去 とい う視 点 か ら

の広 域 処 理 の評 価 に はそ ぐわ な い 。一 方,財 政 力 が 高 い 組 合 は,大 都 市 圏 に見

られ る都 市 部 同 士 に よ るか,も し くは都 市 部 とそ の ベ ッ ド ・タウ ンと して機 能

し,住 民 税 関連 を中 心 と して 比較 的税 収 が ゆ たか な周 辺 地 域 に よ って構 成 され

て い る。 そ して 評価 基準.ヒ,後 者 こそ が ス ピル ・オ ーバ ーの 発 生 を除 去 す る と

い う点 で は も っ と も望 ま しい 組 合 の形 態 な ので あ るが,2つ の図 をみ れ ば わ か.

る よ う に,全 体 の 数 にた い す る該 当組 合 の割 合 は都 市圏 な ら び に地 方 圏 と も圧
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倒的に小さい。.

双方で異なる点としては,都 市圏においては人目差がプラスをしめしている

組合はあま り存在 しないのに対 し,地 方圏では組合の財政力指数が0.6-1.0に

位置する組合のい くつかで,明 らかにプラス.になっているところがいくつか見

られることである。このことは,都 市圏においては人口流出が,ま た地方圏に

おいては人口流出のみならず人口流入が起こっていることをしめしてお り,.こ

れらの組合については,ス ピル ・オーバーの除去という理由で組合が設立され

た とい う根拠づけは妥当であるとは言えない。

以上のことから,ス ピル ・オーバーの除去においてもっとも広域処理の効果.

があるとされる都市部 とその周辺地域との間に設立された組合は,現 実の一部

.事務組合のなかではそのごく一部で しかない。また,そ の効果は都市圏のほう

が より大 きいことが期待されるのであるが,現 実には都市圏においても地方圏

と同様に該当する組合数は少ないことがわかった。

(2>広 域処理による規模の経済

近年において廃棄物財政の拡充が必要 とされる背景には,焼 却施設の大型化

と施設運転のコンピュータ化などをはじめとする設備の高度化による処理経費

の増大がある。さらに第皿章で議論するように,98年12月1日 から本格的に施

行された一連のダイオキシン対策のなかで焼却施設の大型化が推奨されている

ことは,施 設形態のゆ くえに多大な影響をあたえると考えう。また廃棄物処理

施設は固定費の割合が大 きいため,規 模の経済が働 きやすい。これらを考える

と,財 政力がない自治体が処理施設 と財政規摸の拡大のために広域処理へと向

か うインセンティブはあるように思える。そこで以下では,最 近建設された一

部事務組合が所有する施設にかんして規模の経済の有無を分析するが,そ の前

にまず組合の経費構造について言及 してお く。

一部事務組合の経費構造を第4図 にしめしている。これを第5図 にしめす,

組合処理に市町村.単独処理をくわえた廃棄物処理経費全体での経費構造 と比較

すると,.つ ぎの2点 に組合の経費構造の特徴 を求めることがで きる。

ト

塵
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第4図 組 合における経 費構成比率
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まず,中 間処理および最終処分にかかる経費割合が大 きいということである。

これは第1表 でみたように,組 合のなかで収集運搬を行 うところが少なく,そ

の分だけ中間処理や最終処分にかかる経費の割.合が大 きくなるためである。

第2の 特徴 としては,上 記のことと関連 しているが,人 件費の割合が極端に

低いということである。全体的な傾向をしめす第5図 において も,人 件費の し

める割合は年々減少 していることがわかる。そのなかで,人 件費の大半を費や

す収集運搬を行わないととが多い一部事務組合において,人 件費の構成比率が

第4図 に見るように低 くなることは容易に考えることがで きる。

以上の2つ の特徴を考えれば,一 部事務組合による広域処理を通 じて,施 設 ・

規模を大きくすれば規模の経済が働 くように思える。そこで次に第4図 のなか

で構成比率が高 く,ま た固定費のしめる割合が大 きいため規模の経済が働きや

すい11r間処理を題材として,広 域処理による規模の経済にかんする分析をおこ

嶺
刃
.
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第5図 項 目別経費構成比 率
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第6図 には,組 合が契約した中間処理施設(焼 却施設)の 単位処理能力あた

りの建設費を規模別でし.めしている。施設単価は近年上昇傾向にあるが,そ の

ような状況のもと規模別に処理単価の動向をみると,処 理規模が200t未 満ま

では規模が拡大するにつれて平均単価がさがっており,規 模の経済が働いてい

11)な お木下[1968]で は,規 模 の経済 にか んす る議論 において建設費のほかに運営 費について も

言及 してい 急,そ こでは,各 自治体 の廃棄物処理 を組合でお こなうことに よって,運 営にかんす

る共通費用部分を削減する.とい う意味で言 及 しているように見受け られ る。 ところで廃棄物処理

におけ る運営費は,一 般廃 棄物処理 の経 費項 目上で は維持及 び管理費 に該当する。第4図 をみ る

と,一 部事務組合の維持 及び管理 費に該 当す る項 目の なかで大 きな割合を しめる人件費 と中間処

理の処理費はあわせて20%ほ どで あ り,第5図 にしめす全体的 な廃棄物処理経費におけ る同 じ項

目に くらべてかな り低い。 このよ うに維持 及び管理費が組合方式で低いのは広域処理の結果 とい

うよりも,む しろ本文中で 述べたように,人 件 費が もっともかか る収集 ・運搬をお こな っていな

い組合が多いか らである。 しか し,収 集 ・運搬 をおこなってい る組合 もあ り,と くにそれ らは次

稿第 皿章で言及する地方型 組合に多い。 これらの組合 における維持及 び管理費の共通化に ともな

う費用削減効果については,ケ ース ・ス タデ ィー・を中心 とした別稿 にゆず る。



コ希

蚕

118(316)...第164巻 第3号

第6図 単 位 処 理 能 力 あた りの 建 設 費(中 間 処 理 ・契約 金 額 ベ ー ス)
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る。 しか し規 模 が200t以一 ヒに な る と,単 価 は さ ほ ど変 わ ら な い ど ころ か 年 度

に よ って は逆 に..ヒ昇 して しま い,規 模 の不 経 済 が働 い て しま っ て い る。 こ の よ

うに大 規 模 に な る と規 模 の 経 済 が 働 か な い 理 由 と して最 も考 え られ る こ と は,

大 気 汚 染 防 止 の た め に設 置 さ れ る バ グ フ ィル ターや 電 気 集 塵 機 な ど の排 ガ ス処

理 施 設 の存 在 で あ る。

この 点 にか ん して 清 水 ほ か[1998].で は,90年 代 に導 入 され た24時 間連 続 運

転 の焼 却 炉 のい くつ か に つ い て,プ ラ ン トの建 設 費用 に排 ガ ス処 理 費用 を くわ

えた もの と処 理 規 模 との 関 係 を 分 析 して お り,そ の結 果,両 者 は 直線 的 な関 係

に な る こ とを述 べ て い る。 この こ とは,大 規 模 焼 却 炉 に お け る規 模 の経 済 は存

在 しない こ と を意 味 して い る。 本 論文 で は対 象期 間 に お い て建 設 され たす べ て

の 炉 の 種 類 につ い て 分析 して い る た め,上 記 の研 究 との違 い が あ らわ れ てい る

が,こ の点 につ い て は 今 後 の研 究 課 題 と した い 。

と ころで,200tほ ど の大 規 模 な 施 設 を どれ くらい の数 の組 合 が 所 有 して い

る ので あ ろ うか 。 じつ は 第7図 に しめ して い る よ うに,組 合 で 建 設 され た 焼 却

炉 の6割 以 上 が1001未 満 の処 理 施 設 で あ る。 した が っ て,規 模 の経 済 が も っ

と も実 現 で き る100t以 上 か ら200t未 満 の焼 却 炉 は組 合 で 建 設 さ れ た な か で

は少 ない の で あ る。

.
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廃棄物広域処理の経済性 と財政構造(1)

第7図 設立炉 数 とその規模別割合

〔317)119

00

9Q

濁

70

60

50

40

30

20

10

0

1

構
成
比

(
%
)

HIH2H3H4H5H6

〔34)(27)(32)(38)(24)(31)

年 度(炉 数)

出所:第6図 と同 じD

秋 田 周[1990]

ぎ ょ うせ い 。
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